
  

   
 

1
頁

 

○
総
務
省
令
第
二
十
一
号 

 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
ハ
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

林 
 

芳
正 

 
 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

  
 



 
 

 
 

 
 

2頁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

改 
 

正 
 

後 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

正 
 

前 
（
報
告
を
要
す
る
事
故
） 

第
五
十
八
条 

［
略
］ 

２ 

法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
ハ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
時
間
以
上

電
気
通
信
設
備
の
故
障
に
よ
り
電
気
通
信
役
務
の
全
部
又
は
一
部
（
付
加
的
な
機
能
の
提
供
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
の
提
供
を
停
止
又
は
品
質
を
低
下
さ
せ
た
事
故
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
の
故

障
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
停
止
又
は
品
質
の
低
下
を
受
け
た

利
用
者
の
数
（
総
務
大
臣
が
当
該
利
用
者
の
数
の
把
握
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
総
務

大
臣
が
別
に
告
示
す
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
）
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
以
上
の
も
の 

電
気
通
信
役
務
の
区
分 

時
間 

利
用
者
の
数 

［
一
～
三 

略
］ 

［
略
］ 

［
略
］ 

四 

利
用
者
か
ら
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
対
価
と
し
て
の
料
金

の
支
払
を
受
け
な
い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
サ
ー
ビ
ス
（
一
の

項
か
ら
三
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
を
除
き
、
電
気

通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
九
号
の
二
に
規
定
す

る
電
子
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
又
は
同
項
第
十
九
号
の
三
に
規
定
す

る
メ
ッ
セ
ー
ジ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
前
年

度
に
お
け
る
一
月
当
た
り
の
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受

け
た
利
用
者
の
数
の
平
均
が
一
千
万
以
上
の
も
の 

四
時
間 

十
万 

二
時
間 

百
万 

五 

利
用
者
か
ら
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
対
価
と
し
て
の
料
金

の
支
払
を
受
け
な
い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
サ
ー
ビ
ス
（
一
の

項
か
ら
四
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
を
除
く
。
） 

二
十
四
時
間 

十
万 

十
二
時
間 

百
万 

六 

一
の
項
か
ら
五
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
以
外
の

電
気
通
信
役
務
の
う
ち
、
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第

二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
及

び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
点
ま
で
の
間
の
通
信
を
媒
介
す

る
電
気
通
信
役
務
（
主
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
点

ま
で
の
間
の
通
信
を
媒
介
す
る
も
の
を
含
む
。
） 

二
時
間 
三
万 

一
時
間 

十
万 

七 

一
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
以
外
の

電
気
通
信
役
務 

二
時
間 

三
万 

一
時
間 

百
万 

［
二 

略
］ 

（
報
告
を
要
す
る
重
大
な
事
故
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
態
） 

第
五
十
八
条
の
二 

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
態
（
同
条
第
一
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
事

故
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
（
前
条
第
二
項
に
規

定
す
る
重
大
な
事
故
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

一 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
態 

 

（
報
告
を
要
す
る
事
故
） 

第
五
十
八
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

一 

［
同
上
］ 

     

電
気
通
信
役
務
の
区
分 

時
間 

利
用
者
の
数 

［
一
～
三 

同
上
］ 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

四 

利
用
者
か
ら
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
対
価
と
し
て
の
料
金

の
支
払
を
受
け
な
い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
サ
ー
ビ
ス
（
一
の

項
か
ら
三
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
を
除
く
。
） 

二
十
四
時
間 

十
万 

十
二
時
間 

百
万 

五 

一
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
以
外
の

電
気
通
信
役
務 

二
時
間 

三
万 

一
時
間 

百
万 

              
［
二 
同
上
］ 

（
報
告
を
要
す
る
重
大
な
事
故
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
態
） 

第
五
十
八
条
の
二 

［
同
上
］ 

  

一 

［
同
上
］ 



 
 

 
 

 
 

3頁 

  

［
イ
～
ニ 

略
］ 

ホ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

［
⑴ 

略
］ 

⑵ 
電
気
通
信
設
備
の
故
障
等
の
発
生
時
に
、
当
該
設
備
の
機
能
を
代
替
す
る
こ
と
と
な
つ
て
い
た
予
備

の
電
気
通
信
設
備
（
当
該
予
備
の
電
気
通
信
設
備
の
機
能
を
代
替
す
る
こ
と
と
な
つ
て
い
た
予
備
の
電

気
通
信
設
備
を
含
む
。
）
へ
速
や
か
に
切
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
事
態 

 

［
⑶
～
⑸ 

略
］ 

⑹ 

電
気
通
信
設
備
の
設
備
容
量
を
上
回
る
処
理
が
生
じ
、
当
該
処
理
に
対
し
て
電
気
通
信
事
業
者
が
想

定
し
て
い
た
措
置
が
講
じ
ら
れ
な
か
つ
た
事
態 

⑺ 

電
気
通
信
設
備
に
誤
つ
た
設
定
情
報
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
（
仮
想
化
し
た
機
能
を
制
御
す
る
た
め
の
も

の
を
含
む
。
）
の
組
込
が
行
わ
れ
、
当
該
組
込
に
対
し
て
電
気
通
信
事
業
者
が
想
定
し
て
い
た
措
置
に

よ
る
速
や
か
な
復
旧
が
な
さ
れ
な
か
つ
た
事
態 

［
ヘ 

略
］ 

［
二 

略
］ 

［
イ
～
ニ 

同
上
］ 

ホ 

［
同
上
］ 

［
⑴ 

同
上
］ 

⑵ 

電
気
通
信
設
備
の
故
障
等
の
発
生
時
に
、
そ
の
こ
と
を
速
や
か
に
覚
知
で
き
ず
、
当
該
設
備
の
機
能

を
代
替
す
る
こ
と
と
な
つ
て
い
た
予
備
の
電
気
通
信
設
備
（
当
該
予
備
の
電
気
通
信
設
備
の
機
能
を
代

替
す
る
こ
と
と
な
つ
て
い
た
予
備
の
電
気
通
信
設
備
を
含
む
。
）
へ
速
や
か
に
切
り
替
え
る
こ
と
が
で

き
な
か
つ
た
事
態 

［
⑶
～
⑸ 

同
上
］ 

［
新
設
］ 

 

［
新
設
］ 

  ［
ヘ 

同
上
］ 

［
二 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 



 

 

4頁 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


